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◆東村山税務署で確定申告
【開設期間】2月16日㈪～3月16日㈪（土・日曜日、祝日
を除く）
※3月1日㈰のみ武蔵野税務署で開設。

【受付時間】午前8時30分～午後4時（提出は午後5時ま
で）
※会場に入場するには、LINEで国税庁の公式アカウン
トを友だち追加し、ご予約ください。当日券も配布しま
すが、配布終了後は事前予約以外の受付を締め切ります
ので、LINEでの事前予約を推奨します。
※駐車場はありませんので公共交通機関をご利用くださ
い。
 問東村山税務署個人課税部門☎042-394-6811（代表）

　申告書は東村山税務署や市役所本庁舎などで配布を予定
しています。数に限りがありますので国税庁ホームページ
よりダウンロードしてご利用ください。

◆手書きの申告書で確定申告

詳しくは
こちら

LINEの
「友だち追加」

はこちら

市 ・ 都 民 税 の 申 告市 ・ 都 民 税 の 申 告
１１月月２８２８日㈬日㈬～～３３月月１6１6日㈪ 日㈪ 必着必着

医療費等通知書を発送します
　医療費等通知書は、医療費控除に使用することができます。医療
費控除は前年の1月から１２月までの支払額が対象です。医療費等通
知書に記載されていない診療月については、ご自身で明細書を作成
してください。また、実際にご自身が負担された額と異なる場合は、
ご自身で額を訂正して申告する必要があります。 問保険年金課国保
係☎042-497-2047、保険年金課高齢者保険係☎042-497-2050

（医療費控除に関すること＝課税課市民税係☎042-497-2040）
※マイナポータルからも医療費等通知情報を確認することができま
す。なお、差額ベッド代などの保険適用外は記載されておりません
のでご注意ください。

内容 期間 発送日

国民健康保険
令和6年11月～令和7年6月診療分 令和7年11月に送付済み
令和7年7月～10月診療分 2月中旬から下旬までに

発送予定
後期高齢者医療制度 令和6年9月～令和7年8月診療分 1月末日ごろに発送予定

（注）画像はいずれもイメージです。

国民健康保険

被保険者の
支払った
医療費の額
合計（※）

●●● ,●●●円

「被保険者の支払った医療費の額合計
（※）」の金額を申告の際にご参照くだ
さい。

後期高齢者医療制度

●● , ●●●

「自己負担相当額」と「標準負担額」
の合計金額を申告の際にご参照く
ださい。

　第３期きよせスマホチャレンジ講座の参加者を募集中です。すで
にスマホをお持ちの方でも参加できます。 申 問きよせスマホチャ
レンジコールセンター（清瀬市委託先）☎0120-630-057（平日午
前９時～午後6時、通話料無料）

ス マ ホ を お 持 ち の 方 に も 無 償 で 貸 出 ！ス マ ホ を お 持 ち の 方 に も 無 償 で 貸 出 ！
貸 与 型 ス マ ホ 講 座 参 加 者 募 集貸 与 型 ス マ ホ 講 座 参 加 者 募 集

　市では、まちづくりを進める
うえで最上位の重要な指針とな
る「第５次清瀬市長期総合計画

（令和８年度～令和１７年度）」の
策定を、市民の皆さまとともに
進めてまいりました。本計画の
内容について、澁谷市長による
説明会を開催します。当日は絵
画「１０年後の理想の清瀬」を描
いた市内小・中学生への感謝状
贈呈式も実施します。定員１００
人（応募者多数の場合は抽選)。

 日２月２２日 ㈰ 午 後1
時～2時（オープンハ
ウス型説明会＝午後
1時～4時） 場アミュ
ーホール 申 問２月９日
までに申込みフォームで未来創
造課イノベーション推進係
☎042-497-1802
※6階の講座室１ではオープン
ハウス型説明会を同日開催しま
す。計画について、職員が直接
ご質問をお受けします。

第５次清瀬市長期総合計画市民説明会

申込み
フォーム

　

　南部児童館等複合施設「まつぼっくる」のオープニング
セレモニーを2月1日㈰に実施します。セレモニーの実施
に伴い、当日の開館時間は通常と異なりますのでご了承
ください。
　詳しくは市ホームページをご確認ください。
 問未来創造課イノベーション推進係☎042-497-1802

2月1日㈰まつぼっくる開館時間について

詳しくは
こちら

　※令和7年中の所得や控除を申告するものです。

◆会場での申告
場所 市・都民税の申告 確定申告書 期間 受付時間 対応者

野塩地域市民センター

作成相談及び提出

完成分のみの提出
1月28日㈬

午前11時～午後3時 市職員（市・都民税の申告）
※確定申告はできません松山地域市民センター 1月29日㈭

竹丘地域市民センター 1月30日㈮

アミューホール
税理士による

確定申告無料申告相談会
（下記案内参照）

2月3日㈫～5日㈭ 午前9時30分～午後3時30分 税理士（確定申告）
市職員（市・都民税の申告）

市役所本庁舎2階市民協働ルーム 完成分のみの提出 2月16日㈪～3月16日㈪
（土・日曜日、祝日を除く） 午前9時～午後2時 市職員（市・都民税の申告）

※確定申告はできません
※完成した確定申告書はできるだけ直接税務署へご提出ください（郵送可）。

◆申告書を発送します
　前年度に市・都民税の申告書を提出され
た方には1月22日ごろに今年度の申告書を
発送します。

◆市・都民税の申告書はできるだけ郵送で提出してください
　5面の「市・都民税申告に必要なもの」を参考に、必要書類を同封のうえ郵送してください。
申告書控えの返送をご希望の場合は、110円切手を貼り、返送先を記載した封筒を同封して
ください。【送付先】〒204-8511 清瀬市中里5-842　清瀬市課税課市民税係 行

 日2月3日㈫～5日㈭午前9時30分～午後3時30分
 場アミューホール 持①スマホ②マイナンバーカード③マイナンバー
カード発行時のパスワード＝利用者証明用電子証明書（数字４桁）、署
名用電子証明書（英数字６文字以上１６文字以下）④源泉徴収票などの
申告書作成に必要な書類⑤e-Taxの利用者識別番号（半角数字１６桁）
をお持ちの方は、利用者識別番号と暗証番号の分かる書類

 申各相談実施日の３日前までに申込みフォームで
 問東村山税務署☎042-394-6811（自動音声で２番を選択）
※電話での受付は行っていません。
※市役所では申し込みや問い合わせなどへの対応はしてい
ません。

申込み
フォーム

◆スマホとマイナンバーカードで確定申告
　スマホとマイナンバーカードを使用し
て、国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」から作成・提出できます。
　マイナポータルと連携すると申告に必要
な医療費等のデータを申告書の該当項目に
自動入力できます。

「確定申告書
等作成コーナ
ー」はこちら

マイナポータ
ル連携の詳細

はこちら

＼ スタート ／＼ スタート ／

いいえ

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
清
瀬
市
に
住
ん
で
い
た

はい

令和8年1月1日現在
住んでいた市区町村に
ご確認ください

市・都民税市・都民税＆＆所得税確定申告所得税確定申告が必要かチェックが必要かチェック
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収入なし
または

非課税となる収入のみ
（遺族・障害年金、育児

休業給付金 等）

・市内在住の親族の税制上の扶養になっている
・所得「０円」と記載された非課税証明書が必要
・市内在住の親族の税制上の扶養になっておらず、国民健康保
　険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者であるか、子育て
　・障害福祉等で前年所得情報が必要

申告不要

市・都民税申告

主に給与収入

・年末調整済の給与（1か所）のみ
・給与収入以外の所得（20万円以下）がある
・年末調整済の給与（1か所）のみだが給与支払報告書が提出され
　ていない恐れがある
・給与収入が2,000万円を超えている
・2か所以上からの給与収入がある
・年末調整をしていない給与がある
・給与収入以外の所得が20万円を超えている
・医療費控除などを申告したい

申告不要

市・都民税申告

確定申告

主に年金収入

・年金収入のみで追加、変更する控除がない
・年金収入以外の所得（20万円以下）がある
・年金収入が４００万円を超えている
・年金収入以外の所得が20万円を超えている
・医療費控除などを申告したい

申告不要
市・都民税申告

確定申告

その他収入（営業所得、
不動産所得、一時所得、

雑所得 等）

・所得金額等より所得から差し引かれる金額の方が多い
　（所得税が課税されない）
・所得金額等より所得から差し引かれる金額の方が少ない
　（所得税が課税される）

市・都民税申告

確定申告

①市・都民税申告書
②マイナンバーが記載された書類と顔写真付き本
　人確認書類（郵送でのご提出の際は写しを同封）
▶マイナンバーが記載された書類＝マイナンバーカード、
　通知カードなど
▶顔写真付き本人確認書類＝運転免許証、パスポートなど
③所得・控除を証明する書類（令和7年中のもの）
▶所得＝給与・公的年金等の源泉徴収票、報酬の支払調書など。
　※一度お預かりした書類は、返却できません
▶控除＝社会保険料の金額がわかる書類、国民年金保険料の控除証明
　書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、
　障害者手帳、学生証など

詳しくは
こちら

市・都民税申告に必要なもの

※令和7年中に納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介
護保険料の金額が分からない場合は、市役所で支払金額の確認書を交
付していますので、本人確認書類をご用意のうえ、お越しください。
電話確認や郵送請求も可能ですので、お手元に納税通知書をご用意の
うえ、下記問い合わせ先にお電話ください。
※国民年金保険料の控除証明書については年金事務所にお問い合わせく
ださい。国民年金保険料を申告するには控除証明書の添付が必須です。
※医療費控除の申告には、明細書を作成することが必須です。令和7
年中に支払った医療費をすべて記入し合計額を計算してください。

◆各種問い合わせ先
内容 問合せ先

国民健康保険 保険年金課国保係☎042-497-2047
後期高齢者医療 保険年金課高齢者保険係☎042-497-2050
介護保険 介護保険課管理係☎042-497-2079

国民年金保険料 （管轄）武蔵野年金事務所☎0422-56-1411

問課税課市民税係☎042-497-2040

確定申告について
※確定申告は市役所では受け付けできません。
　東村山税務署に直接お問い合わせください。

確定申告の無料申告相談会（完全予約制）


